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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータに、
　記憶デバイスを無線通信により検出した際に、前記無線通信により検出された記憶デバ
イスの識別情報と、前記コンピュータに挿入されている記憶デバイスの識別情報と、が一
致するかの判定を行い、
　前記判定において一致すると判定された場合に、前記無線通信により検出された記憶デ
バイスからの無線通信によるデータの取込みを行わないように制御する
　処理を実行させることを特徴とする連携プログラム。
【請求項２】
　前記識別情報は、無線通信に関する識別子であることを特徴とする請求項１に記載の連
携プログラム。
【請求項３】
　前記コンピュータに挿入されている記憶デバイスが前記コンピュータから給電を開始さ
れた際に前記コンピュータに挿入されている記憶デバイスが記憶するデータを取込むアプ
リケーションが起動されたか否かを判定し、前記アプリケーションが起動されなかった場
合には、有線接続により前記データを取込むことを特徴とする請求項１又は２に記載の連
携プログラム。
【請求項４】
　前記無線通信により検出された記憶デバイスを検出した際に、前記記憶デバイスが記憶
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するデータを自動で取込むための登録が行われているか否かを判定し、
　登録が行われていない場合には、前記無線通信により検出された記憶デバイスが記憶す
るデータを無線通信により自動で取込むための登録を行う
　処理を前記コンピュータにさらに実行させ、
　登録が行われている場合に、前記判定を行うことを特徴とする請求項１、２又は３に記
載の連携プログラム。
【請求項５】
　記憶デバイスを無線通信により検出した際に、前記無線通信により検出された記憶デバ
イスの識別情報と、前記コンピュータに挿入されている記憶デバイスの識別情報と、が一
致するかの判定を行う判定部と、
　前記判定部により一致すると判定された場合に、前記無線通信により検出された記憶デ
バイスからの無線通信によるデータの取込みを行わないように制御する制御部と
　を有することを特徴とする情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、連携プログラム及び情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線ＬＡＮのＡＰ（アクセスポイント）及びＳＴＡ（ステーション）を内蔵した
メモリカードが利用可能となっている。利用者は、このような無線ＬＡＮ機能を内蔵した
メモリカード（以下、「ＷＬＡＮ内蔵メモリカード」という）をパソコン（以下、「ＰＣ
」という）やスマートフォンに登録し、写真や動画の自動取込を設定しておくことができ
る。すると、登録されたＷＬＡＮ内蔵メモリカードを挿したデジタルカメラで撮影した写
真や動画は、自動的にＰＣやスマートフォンに取込まれる。
【０００３】
　また、無線ＬＡＮ機能に加えて独自のＷｅｂサーバ機能を備えたメモリカードでは、利
用者は、ＰＣやスマートフォンでウェブブラウザを起動し、ＵＲＬでメモリカードを指定
することによって、メモリカード内のフォルダやファイルを表示することができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】「無線ＬＡＮで写真転送!!なＳＤメモリカード」、［平成２４年４月１
６日検索］、インターネット＜URL:http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/stapa/434
17.html
【非特許文献２】「Ｅｙｅ－Ｆｉ　Ｘ２にダイレクトモードがキたッ!!」、［平成２４年
４月１６日検索］、インターネット＜URL:http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/sta
pa/20110425_442155.html
【非特許文献３】「FlashAirでデジカメが無線ＬＡＮ対応♪」、［平成２４年４月１６日
検索］、インターネット＜URL:http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/stapa/2012040
9_525089.html
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、写真や動画をメモリカードから取込むアプリケーション（以下、「取込
アプリ」という）がＰＣにインストールされていると、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード内の写
真や動画が二重取込みされるという問題がある。
【０００６】
　具体的には、特定のフォルダが存在するメモリカードがＰＣのメモリカードスロットに
挿されると、取込アプリが起動され、メモリカードからＰＣに写真や動画が取込まれる。
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一方、ＡＰを内蔵したメモリカードがＰＣに挿されると、メモリカードが給電されてＡＰ
が起動される。そして、写真や動画の自動取込みが設定されていると、無線ＬＡＮ機能を
利用してメモリカードからＰＣに写真や動画が取込まれる。すなわち、ＷＬＡＮ内蔵メモ
リカード内の写真や動画は、取込アプリと無線ＬＡＮ機能により二重取込みされる。
【０００７】
　本発明は、１つの側面では、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード内の写真や動画が二重取込みさ
れることを防ぐ連携プログラム及び情報処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本願の開示する連携プログラムは、１つの態様において、コンピュータに、記憶デバイ
スを無線通信により検出した際に、前記無線通信により検出された記憶デバイスの識別情
報と、前記コンピュータに挿入されている記憶デバイスの識別情報と、が一致するかの判
定を行う処理を実行させる。そして、前記コンピュータに、前記判定において一致すると
判定された場合に、前記無線通信により検出された記憶デバイスからの無線通信によるデ
ータの取込みを行わないように制御する処理を実行させる。
【発明の効果】
【０００９】
　１実施態様によれば、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード内の写真や動画が二重取込みされるこ
とを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施例に係るＰＣ－メモリカード連携システムの構成を示す機能ブロッ
ク図である。
【図２】図２は、メモリカードから取込まれた写真データの管理方法の一例を示す図であ
る。
【図３】図３は、連携部の構成を示す機能ブロック図である。
【図４】図４は、登録処理部によるＷＬＡＮ内蔵メモリカードの登録処理を説明するため
の図である。
【図５】図５は、ＷＬＡＮ内蔵メモリカードが挿された時のＰＣの処理フローを示すフロ
ーチャートである。
【図６】図６は、第２取込部によるＷＬＡＮ内蔵メモリカードからの写真の取込み処理の
フローを示すフローチャートである。
【図７】図７は、ＰＣ－メモリカード連携を実現するためのＰＣにおけるソフトウェア構
成を示す図である。
【図８】図８は、ＰＣのハードウェア構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本願の開示する連携プログラム及び情報処理装置の実施例を図面に基づいて詳
細に説明する。なお、この実施例は開示の技術を限定するものではない。
【実施例】
【００１２】
　まず、実施例に係るＰＣ－メモリカード連携システムについて説明する。図１は、実施
例に係るＰＣ－メモリカード連携システムの構成を示す機能ブロック図である。図１に示
すように、ＰＣ－メモリカード連携システム１は、ＰＣ２とＷＬＡＮ内蔵メモリカード３
とを有し、ＰＣ２とＷＬＡＮ内蔵メモリカード３との間で連携を行う。ここで、「連携」
とは、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード３などメモリカードが記憶する写真や動画などをＰＣ２
に取込むことである。
【００１３】
　ＰＣ２は、ＷＬＡＮ部２１と、連携部２２と、入力制御部２３と、表示制御部２４と、
ＭＣインタフェース部２５と、データ取込部２６と、連携データ記憶部２７と、検出部２
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８と、給電部２９とを有する。
【００１４】
　ＷＬＡＮ部２１は、無線ＬＡＮを用いて通信を行い、ここでは、ＷＬＡＮ内蔵メモリカ
ード３のＷＬＡＮ部３１と通信を行う。ＷＬＡＮ部２１は、ＷＬＡＮ部２１を無線ＬＡＮ
通信においてアクセスポイントとして機能させるＡＰ部２１１と、ＷＬＡＮ部２１を無線
ＬＡＮ通信においてステーション（クライアント機器）として機能させるＳＴＡ部２１２
とを有する。
【００１５】
　連携部２２は、ＷＬＡＮ部２１又はＭＣインタフェース部２５を用いて他の情報通信機
器と連携を行い、ここでは、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード３と連携を行う。なお、連携部２
２の詳細については後述する。
【００１６】
　入力制御部２３は、マウス、キーボードなどの入力装置を用いてユーザが入力したデー
タを受け付け、受け付けたデータを連携部２２に渡す。表示制御部２４は、連携部２２が
出力するデータを表示装置に表示する。
【００１７】
　ＭＣインタフェース部２５は、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード３などのメモリカードがＰＣ
２に挿されている場合に、メモリカードのＰＣインタフェース部３４と有線通信を行うイ
ンタフェースである。
【００１８】
　データ取込部２６は、写真データや動画データを格納する特定のフォルダを有するメモ
リカードがＰＣ２に挿された際に起動され、ＭＣインタフェース部２５を用いて写真デー
タや動画データを取込む取込アプリである。
【００１９】
　連携データ記憶部２７は、メモリカードから取込まれた写真データ及び動画データを記
憶する記憶部である。図２は、メモリカードから取込まれた写真データの管理方法の一例
を示す図である。図２（ａ）はメモリカード内の写真データの管理方法を示し、図２（ｂ
）はＰＣ２内の写真データの管理方法を示す。
【００２０】
　図２（ａ）に示すように、メモリカード内では、「ルート」フォルダの中の「ＤＣＩＭ
（Digital　Camera　IMages）」フォルダの中にメーカ固有のフォルダ「ＡＡＡＡ」が作
成される。そして、「ＡＡＡＡ」フォルダの中の「ｘｘｘ００００１．ＪＰＧ」などの名
前のファイルに各写真データが格納される。
【００２１】
　一方、図２（ｂ）に示すように、ＰＣ２内では、「ライブラリ」フォルダの中の「ピク
チャ」フォルダの中に取込アプリ固有のフォルダ「ＢＢＢＢ」が作成される。そして、「
ＢＢＢＢ」フォルダの中に写真が撮影された年月日を示すフォルダ「２０１２－０４－１
８」が作成され、「２０１２－０４－１８」フォルダ中の「２０１２－０４－１８_ｘｘ
ｘ００００１．ＪＰＧ」などの名前のファイルに各写真データが格納される。すなわち、
メモリカードで用いられるファイル名の先頭に年月日を示す文字列が付加されたファイル
名がＰＣ２では用いられる。
【００２２】
　図１に戻って、検出部２８は、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード３などのメモリカードがＰＣ
２に挿されたことを検出して連携部２２及び給電部２９に通知する。給電部２９は、ＷＬ
ＡＮ内蔵メモリカード３などのメモリカードがＰＣ２に挿されたことを検出部２８から通
知されると、メモリカードに給電を開始する。
【００２３】
　ＷＬＡＮ内蔵メモリカード３は、ＷＬＡＮ部３１と、ファイル管理部３２と、記憶部３
３と、ＰＣインタフェース部３４とを有する。
【００２４】
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　ＷＬＡＮ部３１は、無線ＬＡＮを用いて通信を行い、ここでは、ＰＣ２のＷＬＡＮ部２
１と通信を行う。ＷＬＡＮ部３１は、ＷＬＡＮ部３１を無線ＬＡＮ通信においてアクセス
ポイントとして機能させるＡＰ部３１１と、ＷＬＡＮ部３１を無線ＬＡＮ通信においてス
テーション（クライアント機器）として機能させるＳＴＡ部３１２とを有する。
【００２５】
　ファイル管理部３２は、記憶部３３に記憶されたファイルを管理する。ファイル管理部
３２は、例えば、図２（ａ）に示した方法で写真データを管理する。記憶部３３は、写真
や動画などのデータをファイルとして記憶する。ＰＣインタフェース部３４は、ＷＬＡＮ
内蔵メモリカード３がＰＣ２に挿されている場合に、ＰＣ２のＭＣインタフェース部２５
と有線通信を行うインタフェースである。
【００２６】
　次に、連携部２２の構成について説明する。図３は、連携部２２の構成を示す機能ブロ
ック図である。図３に示すように、連携部２２は、連携判定部２２１と、登録処理部２２
２と、第１取込部２２３と、第２取込部２２４と、制御部２２５とを有する。
【００２７】
　連携判定部２２１は、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード３がＰＣ２に挿された際に、連携部２
２が無線ＬＡＮにより写真や動画を取込まないように制御する。具体的には、連携判定部
２２１は、ＷＬＡＮ内蔵メモリカードを無線で検出した際に、検出したＷＬＡＮ内蔵メモ
リカードとＰＣ２に挿されているＷＬＡＮ内蔵メモリカード３とでＳＳＩＤが一致するか
否かを判定する。そして、連携判定部２２１は、ＳＳＩＤが一致する場合には、無線で検
出したＷＬＡＮ内蔵メモリカードがＰＣ２に挿されているＷＬＡＮ内蔵メモリカード３で
あるので、無線ＬＡＮにより写真や動画を取込まないように制御する。
【００２８】
　すなわち、連携判定部２２１は、ＳＳＩＤが一致する場合には、ＷＬＡＮ内蔵メモリカ
ード３がＰＣ２に挿された際にＭＣインタフェース部２５により写真や動画が取込まれて
いるので、無線ＬＡＮにより写真や動画を取込まないように制御する。
【００２９】
　このように、連携判定部２２１が、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード３がＰＣ２に挿された際
に、無線ＬＡＮにより写真や動画を取込まないように制御することによって、写真や動画
が二重に取込まれることを防ぐことができる。
【００３０】
　登録処理部２２２は、未登録のＷＬＡＮ内蔵メモリカード３がＰＣ２に挿された際に、
利用者の指示に基づいて、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード３を連携対象としてＰＣ２に登録す
る。具体的には、登録処理部２２２は、無線通信で用いられるＳＳＩＤ（Service　Set　
Identifier）及びパスワードをＷＬＡＮ内蔵メモリカード３の特定のファイルに書き込む
とともに、ＳＳＩＤ及びパスワードをＰＣ２に保存する。
【００３１】
　図４は、登録処理部２２２によるＷＬＡＮ内蔵メモリカード３の登録処理を説明するた
めの図である。図４に示すように、ＰＣ２は、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード３が挿されたこ
とを検出すると、取込アプリを起動し、写真及び動画の取込画面４を表示する。
【００３２】
　そして、登録処理部２２２は、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード３の検出を画面右下の検出バ
ルーン表示５により利用者に通知するとともに、セキュリティの設定や自動取込みの登録
に関する問合せを検出バルーン表示５により利用者に行う。
【００３３】
　そして、利用者が検出バルーン表示５をクリックすると、登録処理部２２２は、ＷＬＡ
Ｎ内蔵メモリカード３の登録画面６を表示する。利用者は、登録画面６を用いて写真及び
動画の自動取込みの設定を行う。すると、登録処理部２２２は、写真及び動画の自動取込
みの設定が完了したことを利用者に通知する完了画面８を表示し、登録処理を終了する。
【００３４】
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　なお、利用者が登録画面６で無線ＬＡＮのＳＳＩＤや暗号化キーの設定変更を指示する
と、登録処理部２２２は、設定画面７を表示し、利用者は、設定画面７を用いてＳＳＩＤ
や暗号化キーの設定を変更する。
【００３５】
　図３に戻って、第１取込部２２３は、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード３などのメモリカード
から写真及び動画をＭＣインタフェース部２５を用いて取込み、取込んだ写真及び動画の
データを連携データ記憶部２７に書き込む。また、第１取込部２２３は、メモリカードか
ら写真及び動画を取込む際に、写真及び動画のデータを記憶するファイルの管理をデータ
取込部２６と同様の方法で行う。
【００３６】
　第２取込部２２４は、登録されたＷＬＡＮ内蔵メモリカードのＡＰを無線で検出すると
、ＷＬＡＮ内蔵メモリカードから写真及び動画をＷＬＡＮ部２１を用いて取込み、取込ん
だ写真及び動画のデータを連携データ記憶部２７に書き込む。また、第２取込部２２４は
、ＷＬＡＮ内蔵メモリカードから写真及び動画を取込む際に、写真及び動画のデータを記
憶するファイルの管理をデータ取込部２６と同様の方法で行う。
【００３７】
　ただし、第２取込部２２４は、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード３がＰＣ２に挿されたときに
は、データ取込部２６又は第１取込部２２３により写真及び動画が取込まれるので、ＷＬ
ＡＮ部２１を用いた写真及び動画の取込みは行わない。
【００３８】
　このように、第２取込部２２４が、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード３がＰＣ２に挿されたと
きに、ＷＬＡＮ部２１を用いた写真及び動画の取込みを行わないことで、ＷＬＡＮ内蔵メ
モリカード３内の写真及び動画の二重取込みを防ぐことができる。
【００３９】
　また、第１取込部２２３及び第２取込部２２４が、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード３から写
真及び動画を取込む際に、写真及び動画のデータを記憶するファイルの管理を取込アプリ
と同様の方法で行うことで、写真及び動画の二重管理を防ぐことができる。
【００４０】
　制御部２２５は、連携部２２全体の制御を行う処理部であり、具体的には、機能部間の
制御の移動や機能部間のデータの受け渡しなどを行う。
【００４１】
　次に、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード３が挿された時のＰＣ２の処理フローについて説明す
る。図５は、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード３が挿された時のＰＣ２の処理フローを示すフロ
ーチャートである。
【００４２】
　図５に示すように、検出部２８がＷＬＡＮ内蔵メモリカード３を検出する（ステップＳ
１）と、給電部２９がＷＬＡＮ内蔵メモリカード３に給電し、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード
３のＡＰが起動される（ステップＳ２）。
【００４３】
　また、ＰＣ２はデータ取込部２６すなわち取込アプリを起動する（ステップＳ３）。そ
して、連携判定部２２１が、取込アプリが起動されたか否かを判定し（ステップＳ４）、
取込アプリが起動されていない場合には、第１取込部２２３が写真及び動画を取込むため
のアプリとして起動する（ステップＳ５）。一方、取込アプリが起動されている場合には
、取込アプリが写真及び動画を取込む。そして、連携判定部２２１は、挿されたメモリカ
ードがＷＬＡＮ内蔵メモリカード３であるか否かを確認する（ステップＳ６）。
【００４４】
　そして、連携判定部２２１は、ＷＬＡＮ内蔵メモリカードが検出されたか否かを判定す
る（ステップＳ７）。その結果、ＷＬＡＮ内蔵メモリカードが検出されない場合（ステッ
プＳ７、否定）には、ステップＳ１１に進む。
【００４５】
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　一方、ＷＬＡＮ内蔵メモリカードが検出された場合（ステップＳ７、肯定）には、連携
判定部２２１は、ＷＬＡＮ内蔵メモリカードが未設定（初期値）であるか否かを判定する
（ステップＳ８）。その結果、未設定でない場合（ステップＳ８、否定）には、ステップ
Ｓ１１に進む。
【００４６】
　一方、ＷＬＡＮ内蔵メモリカードが未設定である場合（ステップＳ８、肯定）には、登
録処理部２２２は、ＷＬＡＮ内蔵メモリカードを検出したことを示す検出バルーン表示５
を画面右下に表示する（ステップＳ９）。そして、利用者が検出バルーン表示５をクリッ
クすると、登録処理部２２２はＷＬＡＮ内蔵メモリカードをＰＣ２に登録する処理を行う
（ステップＳ１０）。すなわち、登録処理部２２２は、ＷＬＡＮ内蔵メモリカードの特定
ファイルにＳＳＩＤ及びパスワードを書込み、ＰＣ２にもＳＳＩＤ及びパスワードを登録
情報として保存する。
【００４７】
　その後、連携判定部２２１は、ＷＬＡＮのＡＰをサーチし（ステップＳ１１）、登録済
みのＷＬＡＮ内蔵メモリカードを検出したか否かを判定する（ステップＳ１２）。その結
果、登録済みのＷＬＡＮ内蔵メモリカードを検出しない場合には、連携部２２は、処理を
終了する。
【００４８】
　一方、登録済みのＷＬＡＮ内蔵メモリカードを検出した場合には、連携判定部２２１は
、無線で検出したＷＬＡＮ内蔵メモリカードとＰＣ２に挿されているＷＬＡＮ内蔵メモリ
カード３が同じであるか否かを判定する。具体的には、連携判定部２２１は、無線で検出
したＷＬＡＮ内蔵メモリカードとＰＣ２に挿されているＷＬＡＮ内蔵メモリカード３でＳ
ＳＩＤが一致するか否かを判定する（ステップＳ１３）。
【００４９】
　その結果、無線で検出したＷＬＡＮ内蔵メモリカードとＰＣ２に挿されているＷＬＡＮ
内蔵メモリカード３でＳＳＩＤが一致する場合には、データ取込部２６又は第１取込部２
２３により写真及び動画を取込み済みであるので、連携部２２は処理を終了する。一方、
無線で検出したＷＬＡＮ内蔵メモリカードとＰＣ２に挿されているＷＬＡＮ内蔵メモリカ
ード３でＳＳＩＤが一致しない場合には、第２取込部２２４がＷＬＡＮ部２１を用いて写
真及び動画を取込む（ステップＳ１４）。
【００５０】
　ここで、無線で検出したＷＬＡＮ内蔵メモリカードとＰＣ２に挿されているＷＬＡＮ内
蔵メモリカード３でＳＳＩＤが一致しない場合とは、ＰＣ２に挿されたＷＬＡＮ内蔵メモ
リカード３以外にＷＬＡＮ内蔵メモリカードが検出された場合である。
【００５１】
　このように、無線で検出したＷＬＡＮ内蔵メモリカードとＰＣ２に挿されているＷＬＡ
Ｎ内蔵メモリカード３でＳＳＩＤが一致する場合に、連携判定部２２１は、写真及び動画
を無線ＬＡＮを用いて取込まないように制御する。したがって、連携部２２は、ＷＬＡＮ
内蔵メモリカード３からの写真及び動画の二重取込みを防ぐことができる。
【００５２】
　なお、ステップＳ４～ステップＳ１０までの処理は、ＰＣ２に挿入されたＷＬＡＮ内蔵
メモリカード３を直接確認する処理であり、ステップＳ１１～ステップＳ１４までの処理
は、ＡＰとして検出されたＷＬＡＮ内蔵メモリカードに対する処理である。
【００５３】
　次に、第２取込部２２４によるＷＬＡＮ内蔵メモリカードからの写真の取込み処理のフ
ローについて説明する。図６は、第２取込部２２４によるＷＬＡＮ内蔵メモリカードから
の写真の取込み処理のフローを示すフローチャートである。
【００５４】
　図６に示すように、第２取込部２２４は、ＷＬＡＮ内蔵メモリカードからＷＬＡＮ部２
１を用いて写真データを取込む（ステップＳ２１）。そして、第２取込部２２４は、各写
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真データを記憶する各写真ファイルからファイルの作成年月日、すなわち写真の撮影年月
日を取得する（ステップＳ２２）。
【００５５】
　そして、第２取込部２２４は、各写真ファイルのファイル名の先頭に作成年月日を示す
文字列を付加する（ステップＳ２３）。そして、第２取込部２２４は、「ライブラリ」フ
ォルダの中の「ピクチャ」フォルダの中の取込アプリ固有のフォルダの中に、作成年月日
ごとにフォルダを作成し、作成年月日に作成された写真ファイルを格納する（ステップＳ
２４）。
【００５６】
　ただし、第２取込部２２４は、「ライブラリ」フォルダの中の「ピクチャ」フォルダの
中の取込アプリ固有のフォルダの中に、同一の作成年月日のフォルダがある場合には、既
にあるフォルダに、作成年月日に作成された写真ファイルを格納する。
【００５７】
　このように、第２取込部２２４が、ＷＬＡＮ内蔵メモリカードからＷＬＡＮ部２１を用
いて写真データを取込む際に、取込アプリと同様の管理方法で写真データを管理すること
によって、写真データの二重管理を防ぐことができる。
【００５８】
　次に、ＰＣ－メモリカード連携を実現するためのＰＣ２におけるソフトウェアの構成に
ついて説明する。図７は、ＰＣ－メモリカード連携を実現するためのＰＣ２におけるソフ
トウェア構成を示す図である。
【００５９】
　図７に示すように、ＰＣ－メモリカード連携を実現するためのＰＣ２におけるソフトウ
ェアは、ＯＳ４１０、ドライバ４２０及びアプリケーション４３０を有する。ＯＳ４１０
、ドライバ４２０、アプリケーション４３０は、ハードウェア４００と協働して連携処理
を実現する。
【００６０】
　ドライバ４２０には、ＷＬＡＮプログラム４２１が含まれる。ＰＣ２において実行され
るＷＬＡＮプログラム４２１は、図１に示したＷＬＡＮ部２１の機能を実現する。このＷ
ＬＡＮプログラム４２１は、ＳＴＡプログラム４２１ａ及びＡＰプログラム４２１ｂを含
む。ＰＣ２において実行されるＳＴＡプログラム４２１ａ及びＡＰプログラム４２１ｂは
、図１に示したＳＴＡ部２１２及びＡＰ部２１１の各機能を実現する。
【００６１】
　アプリケーション４３０には、連携プログラム４３１が含まれる。ＰＣ２において実行
される連携プログラム４３１は、図１に示した連携部２２の機能を実現する。連携プログ
ラム４３１は、ＷＬＡＮプログラム４２１を用いて他の情報通信機器などと連携を行う。
すなわち、ＰＣ２の連携プログラム４３１は、ＷＬＡＮ内蔵メモリカードとの連携処理を
実行する。
【００６２】
　次に、ＰＣ２のハードウェア構成について説明する。図８は、ＰＣ２のハードウェア構
成を示す図である。図８に示すように、ＰＣ２は、ＲＡＭ５１と、ネットワークインタフ
ェース装置５２と、ＨＤＤ５３と、ＣＰＵ５４と、媒体読取装置５５と、バス５６とを有
する。ＲＡＭ５１、ネットワークインタフェース装置５２、ＨＤＤ５３、ＣＰＵ５４、媒
体読取装置５５は、バス５６によって接続されている。
【００６３】
　そして、ＨＤＤ５３には、図１に示した連携部２２の機能を実現する連携プログラム４
３１などのプログラムが記憶される。また、ＨＤＤ５３には、図１に示した連携データ記
憶部２７に記憶される写真データ、動画データなどが記憶される。
【００６４】
　そして、ＣＰＵ５４が連携プログラム４３１をＨＤＤ５３から読み出してＲＡＭ５１に
ロードすることにより、連携プログラム４３１は、連携プロセスとして機能するようにな
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る。そして、連携プロセスは、ＨＤＤ５３から読み出した情報などを適宜ＲＡＭ５１上の
自身に割り当てられた領域にロードし、このロードしたデータなどに基づいて各種データ
処理を実行する。
【００６５】
　媒体読取装置５５は、連携プログラム４３１などのプログラムがＨＤＤ５３に記憶され
ていない場合であっても、プログラムを記憶する媒体などから連携プログラム４３１など
のプログラムを読み取る。媒体読取装置５５には、例えばＣＤ－ＲＯＭや光ディスク装置
がある。
【００６６】
　ネットワークインタフェース装置５２は、外部装置とネットワーク経由で接続する装置
であり、無線に対応する装置である。ネットワークインタフェース装置５２は、図１に示
したＷＬＡＮ部２１の機能を実現する。
【００６７】
　なお、上記の連携プログラム４３１は、公衆回線、インターネット、ＬＡＮ、ＷＡＮ（
Wide　Area　Network）などを介してＰＣ２に接続される他のコンピュータ（またはサー
バ）などに記憶されるようにしても良い。この場合には、ＰＣ２がネットワークインタフ
ェース装置５２を介して他のコンピュータなどから連携プログラム４３１を読み出してＨ
ＤＤ５３に実装する。
【００６８】
　上述してきたように、実施例では、ＰＣ２にＷＬＡＮ内蔵メモリカード３が挿された時
に、連携部２２は、無線ＬＡＮを用いた写真や動画の取込みを防ぐ。したがって、連携部
２２は、写真や動画の二重取込みを防ぐことができる。
【００６９】
　また、実施例では、第１取込部２２３及び第２取込部２２４が、ＷＬＡＮ内蔵メモリカ
ードから写真及び動画を取込む際に、写真及び動画のデータを記憶するファイルの管理を
取込アプリと同様の方法で行う。したがって、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード内の写真及び動
画の二重管理を防ぐことができる。
【００７０】
　なお、実施例では、ＷＬＡＮ内蔵メモリカード３がＰＣ２に挿された場合について説明
したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、ＵＳＢケーブルでＷＬＡＮ内
蔵ＵＳＢストレージデバイスが接続された場合などにも同様に適用することができる。
【符号の説明】
【００７１】
　　１　　ＰＣ－メモリカード連携システム
　　２　　ＰＣ
　　３　　ＷＬＡＮ内蔵メモリカード
　　４　　取込画面
　　５　　検出バルーン表示
　　６　　登録画面
　　７　　設定画面
　　８　　完了画面
　２１　　ＷＬＡＮ部
　２２　　連携部
　２３　　入力制御部
　２４　　表示制御部
　２５　　ＭＣインタフェース部
　２６　　データ取込部
　２７　　連携データ記憶部
　２８　　検出部
　２９　　給電部
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　３１　　ＷＬＡＮ部
　３２　　ファイル管理部
　３３　　記憶部
　５１　　ＲＡＭ
　５２　　ネットワークインタフェース装置
　５３　　ＨＤＤ
　５４　　ＣＰＵ
　５５　　媒体読取装置
　５６　　バス
２１１　　ＡＰ部
２１２　　ＳＴＡ部
２２１　　連携判定部
２２２　　登録処理部
２２３　　第１取込部
２２４　　第２取込部
２２５　　制御部
３１１　　ＡＰ部
３１２　　ＳＴＡ部
４００　　ハードウェア
４１０　　ＯＳ
４２０　　ドライバ
４２１　　ＷＬＡＮプログラム
４２１ａ　　ＳＴＡプログラム
４２１ｂ　　ＡＰプログラム
４３０　　アプリケーション
４３１　　連携プログラム
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